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 現行法上、インターネット上で匿名の発信者により名誉権等の人格権を傷つ

けられた被害者及びその遺族などの関係者(以下「被害者等」という。)は、被害

回復のため、プロバイダ責任制限法（特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の

制限及び発信者情報の開示に関する法律）における発信者情報開示請求によっ

て発信者を特定したうえで、改めて特定した相手に損害賠償請求をするなど、二

段階、三段階の手続による必要がある。現行の制度には、被害者救済の上で様々

な課題があり、このため、政府は、被害者等救済を促進するための法改正を検討

する「発信者情報開示の在り方に関する研究会」を発足させ、同会は、「最終と

りまとめ（案）」を公表し、その中で現行制度の検討のほか、非訟手続による新

たな制度の方向性を示した。 

 ここで、同「最終とりまとめ（案）」では言及されていないものの、以下の理

由から、現行制度を維持する場合でも、非訟手続を導入する場合でも、発信者情

報開示のための手続において、同手続の請求を行う被害者等(以下「請求者」と

いう。)の住所地に裁判管轄を認めるべきである。 

 まず、現行制度下における発信者情報開示請求仮処分申立、同訴訟において、

その管轄は、原則として被告の住所地となるところ（民事訴訟法３条の２第１

項）、コンテンツプロバイダ（サイト運営者）、アクセスプロバイダ（インターネ

ット接続業者）の多くが東京都に存在することから、東京地裁においてその多く

が取り扱われるに至っている。また、海外事業者の場合で国内に営業所がない場

合、東京都千代田区を管轄する東京地裁が管轄権を有することから（民事訴訟規

則１０条の２及び民事訴訟規則６条の２）、結局、現状では、仮処分、訴訟のほ

とんどが東京地方裁判所に申し立てられている。 

 発信者情報開示仮処分・訴訟では、専門性が求められるため、請求者本人によ

る対応は難しく、弁護士を依頼することが多いが、仮処分の場合、審尋(多くの

場合２回)と供託手続のために、２、３往復分の交通費と日当の支出を余儀なく

される。請求者が地方在住者の場合、これらは、大きな負担となるため、請求を

断念し泣き寝入りせざるを得ない場合も多い。 

 ところが、「最終とりまとめ（案）」でも、発信者情報開示制度における地方在

住の請求者の負担が一切考慮されていない。また、新たな裁判手続として非訟事

件手続の創設も検討されているが、その手続でも、地方在住の請求者の負担が一



 

 

切考慮されていない。これは実質的には、被害者等の裁判を受ける権利の実現を

困難ならしめる結果となりかねない。 

 従って、現行の発信者情報開示請求仮処分、同訴訟において、請求者の住所地

においても裁判管轄を認めるべきであり、仮に新しい裁判手続を導入した場合

でも、請求者の住所地に裁判管轄を認めるなど、被害者等の権利保護、司法アク

セスの確保を徹底し、裁判を受ける権利を十分に尊重した制度設計を行うべき

である。 

以上 

 


